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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドア（Ｄ）に設けられるラッチ機構（２２）のラッチ状態を解除することを可能とした
アンロック状態ならびに前記ラッチ状態を解除することを不能としたロック状態を切換え
る動力を発揮する電気アクチュエータ（２３）と、前記ラッチ機構が前記アンロック状態
および前記ロック状態のいずれの状態になっているかを検出するロック状態検出手段（１
１７）と、通電によって前記ラッチ機構（２２）がアンロック状態にあることを表示する
電気表示手段（１３５）と、少なくとも前記ロック状態検出手段（１１７）の出力に基づ
いて前記電気表示手段への通電を制御する通電制御手段（１２２）とを備える車両のドア
ロック表示通電制御手段において、前記通電制御手段（１２２）は、通電によって活性化
する車両搭載機器への通電を遮断した電源オフ状態では前記ロック状態検出手段（１１７
）が前記ロック状態からアンロック状態に切換わったことを検出した切換時点で通電を開
始した前記電気表示手段（１３５）への通電を前記切換時点から所定時間（Ｔ１）の経過
後に遮断するものの、前記車両搭載機器への通電を可能とした電源オン状態にあるときに
は前記ロック状態検出手段（１１７）が前記アンロック状態であることを検出している限
り前記電気表示手段（１３５）への通電状態を前記所定時間（Ｔ１）の経過後も持続する
ことを特徴とする車両のドアロック表示通電制御装置。
【請求項２】
　前記電気表示手段が１個の発光ダイオード（１３５）から成ることを特徴とする請求項
１記載の車両のドアロック表示通電制御装置。



(2) JP 5734253 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記電気表示手段（１３５）が、前記ドア（Ｄ）の閉鎖状態で車外から視認することを
可能として前記ドア（Ｄ）の内面側に配設されることを特徴とする請求項１または２記載
の車両のドアロック表示通電制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドアに設けられるラッチ機構のラッチ状態を解除することを可能としたアン
ロック状態ならびに前記ラッチ状態を解除することを不能としたロック状態を切換える動
力を発揮する電気アクチュエータと、前記ラッチ機構が前記アンロック状態および前記ロ
ック状態のいずれの状態になっているかを検出するロック状態検出手段と、通電によって
前記ラッチ機構がアンロック状態にあることを表示する電気表示手段と、少なくとも前記
ロック状態検出手段の出力に基づいて前記電気表示手段への通電を制御する通電制御手段
とを備える車両のドアロック表示通電制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ドアに設けられるラッチ機構がアンロック状態にあるときに、電気表示手段であるラン
プを点灯させ、ロック状態になったときには前記ランプを消灯させるようにしたものが特
許文献１で知られている。また特許文献１で開示されたものでは、アンロック状態からロ
ック状態に切換えない限り、前記ランプが点灯し続けることで電力を消費してしまうので
、電力浪費を防止するために、電気表示手段である発光素子の点灯後の時間経過をタイマ
で計測し、所定時間の経過後に発光素子を消灯するようにしたものが、特許文献２で知ら
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平１－１６３６６８号公報
【特許文献２】特開昭６１－１９１７７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、上記特許文献２で開示されるように、電気表示手段への通電状態をその通電
開始後の所定時間の経過後に遮断すると、所定時間の経過後にはドアがアンロック状態お
よびロック状態のいずれの状態にあるか分からなくなり、電気表示手段が非通電状態にあ
るのでドアがアンロック状態であるにもかかわらずロック状態であると誤認してしまう可
能性が高く、誤ってドアを開放させてしまう虞がある。
【０００５】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、通電によって活性化する車両搭載
機器への通電を可能とした電源オン状態にあるときにはロック状態検出手段がアンロック
状態を検出している限りアンロック状態であることを明確に表示して、不所望にドアが開
放してしまうことを防止し得るようにした車両用のドアロック表示通電制御装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、ドアに設けられるラッチ機構のラッチ状態を解
除することを可能としたアンロック状態ならびに前記ラッチ状態を解除することを不能と
したロック状態を切換える動力を発揮する電気アクチュエータと、前記ラッチ機構が前記
アンロック状態および前記ロック状態のいずれの状態になっているかを検出するロック状
態検出手段と、通電によって前記ラッチ機構がアンロック状態にあることを表示する電気
表示手段と、少なくとも前記ロック状態検出手段の出力に基づいて前記電気表示手段への
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通電を制御する通電制御手段とを備える車両のドアロック表示通電制御装置において、前
記通電制御手段は、通電によって活性化する車両搭載機器への通電を遮断した電源オフ状
態では前記ロック状態検出手段が前記ロック状態からアンロック状態に切換わったことを
検出した切換時点で通電を開始した前記電気表示手段への通電を前記切換時点から所定時
間の経過後に遮断するものの、前記車両搭載機器への通電を可能とした電源オン状態にあ
るときには前記ロック状態検出手段が前記アンロック状態であることを検出している限り
前記電気表示手段への通電状態を前記所定時間の経過後も持続することを第１の特徴とす
る。
【０００７】
　また本発明は、第１の特徴の構成に加えて、前記電気表示手段が１個の発光ダイオード
から成ることを第２の特徴とする。
【０００８】
　さらに本発明は、第１または第２の特徴の構成に加えて、前記電気表示手段が、前記ド
アの閉鎖状態で車外から視認することを可能として前記ドアの内面側に配設されることを
第３の特徴とする。
【０００９】
　なお実施の形態のロック・アンロック切換用電動モータ２３が本発明の電気アクチュエ
ータに対応し、実施の形態のロック・アンロック検出スイッチ１１７が本発明のロック状
態検出手段に対応し、実施の形態のラッチ制御ユニット１２２が本発明の通電制御手段に
対応し、第１の所定時間Ｔ１が本発明の所定時間に対応する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の第１の特徴によれば、電源オン状態にあるときにはロック状態検出手段がアン
ロック状態であることを検出している限り電気表示手段への通電が保持され、アンロック
状態であることを明確に表示するので、ロック状態であると誤って認識してしまうことを
回避し、不所望にドアが開放してしまうことを防止することができる。
【００１１】
　また本発明の第２の特徴によれば、電気表示手段として１つの発光ダイオードを用いる
ので、電力消費量を少なくしつつ電気表示手段の配置スペースを容易に確保することがで
きる。
【００１２】
　さらに本発明の第３の特徴によれば、電気表示手段を車外から視認可能とすることで、
車外からでもアンロック状態およびロック状態を容易に確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】乗用車両の車室内の前部を後方から見た図である。
【図２】乗用車両の右側面図である。
【図３】運転席側の前部サイドドアのインサイドハンドルおよびラッチ機構を車室側から
見た側面図である。
【図４】ラッチ機構の拡大側面図である。
【図５】ケーシングからカバープレートを外した状態でラッチ機構の一部をドア開状態で
図４の５－５線に沿って示す図である。
【図６】半ドア状態での図５に対応した図である。
【図７】フルラッチ状態での図５に対応した図である。
【図８】アンロック状態にあるラッチ機構の一部をケーシングからカバー部材およびカバ
ープレートを外した状態で示す要部側面図である。
【図９】ラッチ解除用電動モータの作動によるラッチ解除状態での図８に対応した側面図
である。
【図１０】ロック状態での図８に対応した側面図である。
【図１１】制御系の構成を示す図である。
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【図１２】電源オフ状態にあるときにロック状態からアンロック状態に変化する際の表示
制御を説明するためのタイミングチャートである。
【図１３】電源オン状態にあるときにロック状態からアンロック状態に変化する際の表示
制御を説明するためのタイミングチャートである。
【図１４】発光ダイオードの点灯状態でアンロック状態からロック状態に変化したときの
表示制御を説明するためのタイミングチャートである。
【図１５】発光ダイオードの点灯状態で電源オフ状態となったときの表示制御を説明する
ためのタイミングチャートである。
【図１６】ラッチ解除用電動モータの作動制御を説明するためのタイミングチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について添付の図１～図１６を参照しながら説明すると、先
ず図１において、乗用車両の車室１７内のたとえば前部右側には運転席１８が配置され、
運転席１８側の前部サイドドアＤの内面には、運転席１８の車両ユーザが前記前部サイド
ドアＤを開閉操作するためのインサイドハンドル２１が設けられる。
【００１５】
　図２を併せて参照して、前記運転席１８側の前部サイドドアＤの外面には、該前部サイ
ドドアＤを開閉操作するためのアウトサイドハンドル１９が設けられ、このアウトハンド
ル１９にシリンダ錠２０が付設される。また前記運転席１８側の前部サイドドアＤには、
その前部サイドドアＤの閉じ状態を車体側に係合することで保持するラッチ状態ならびに
前記前部サイドドアＤを開放操作することを可能としたアンラッチ状態を切り換え可能と
したラッチ機構２２が配設される。
【００１６】
　図３において、前記ラッチ機構２２には、そのラッチ状態を解除することを可能とした
アンロック状態ならびに前記ラッチ状態を解除することを不能としたロック状態を切換え
る動力を発揮する正逆回転自在のロック・アンロック切換用電動モータ２３と、アンロッ
ク状態でラッチ状態を解除するための動力を発揮するラッチ解除用電動モータ２４とが内
蔵される。
【００１７】
　前記インサイドハンドル２１は、車両の前後方向に長く延びる把持部２１ａと、該把持
部２１ａの前端に連設される円形の前部支持部２１ｂと、前部支持部２１ｂよりも大きな
円形に形成されて前記把持部２１ａの後端に連設される後部支持部２１ｃとから成り、前
上がりに傾斜した前記インサイドハンドル２１の前部支持部２１ｂおよび後部支持部２１
ｃが前記運転席側サイドドアＤの内面側に固定される。
【００１８】
　前記インサイドハンドル２１における前部支持部２１ｂの車室内に臨む面には、乗用車
両の前記運転席１８側のサイドドアＤを含む全てのドアのラッチ機構２２…のロック状態
およびアンロック状態を切換えるためのロック・アンロック切換用スイッチ２６が配設さ
れる。
【００１９】
　また前記インサイドハンドル２１における把持部２１ａの前部上側面にはプッシュボタ
ン２９が配置されており、車両ユーザは、前記ラッチ機構２２の前記ラッチ解除用電動モ
ータ２４を作動させる際には前記プッシュボタン２９を押し込めばよく、そのプッシュボ
タン２９の押し込み操作に応じて牽引されるケーブル３０が前記インサイドハンドル２１
から前記ラッチ機構２２側に延出される。
【００２０】
　図４を併せて参照して、前記ラッチ機構２２のケーシング３５は、前記ロック・アンロ
ック切換用電動モータ２３および前記ラッチ解除用電動モータ２４を収容する収容ケース
３６と、該収容ケース３６に取付けられる金属製のカバープレート３７とを有する。前記
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収容ケース３６は、前記車室１７側に向けて開放した函状に形成される合成樹脂製のケー
ス主体３８と、そのケース主体３８の開放端を閉じるようにしてケース主体３８に着脱可
能に取付けられる合成樹脂製のカバー部材３９とから成り、この収容ケース３６には、前
記前部サイドドアＤの遊端側で該前部サイドドアＤの内面側に突出する突部３６ａが一体
に設けられており、前記カバープレート３７は前記突部３６ａに取付けられる。
【００２１】
　図５において、前記突部３６ａおよび前記カバープレート３７間には、車体側に固定さ
れるストライカ３３（図６および図７参照）との係合によって閉扉方向（図５の反時計方
向）に回動することを可能としたラッチ４０と、該ラッチ４０の回動位置を保持するよう
にしてラッチ４０に係合し得るラチェット４１とが収容される。
【００２２】
　前記突部３６ａには前記ストライカ３３を進入させる進入溝４２が形成されており、前
記カバープレート３７には、その進入溝４２に対応した開口部４３が設けられる。前記ラ
ッチ４０は、前記カバープレート３７および前記突部３６ａ間に設けられる第１支軸４４
で回動可能に支承される。また前記進入溝４２を第１支軸４４との間に挟む位置で前記カ
バープレート３７および前記突部３６ａには第１支軸４４と平行な軸線を有する第２支軸
４５が設けられ、前記ラチェット４１は第２支軸４５に回動可能に支承される。
【００２３】
　前記ラッチ４０は、前記突部３６ａとの間に縮設されるばね（図示せず）によって開扉
方向（図５の時計方向）に回動付勢される。このラッチ４０の外周部には、該ラッチ４０
が開扉方向の回動端に在るときに進入溝４２に進入してきたストライカ３３を係合させる
係合溝４６と、フル係合段部４７と、ハーフ係合段部４８とが設けられる。
【００２４】
　一方、ラチェット４１には、ラッチ４０側に突出する係合腕部４１ａが、前記ラッチ４
０のフル係合段部４７およびハーフ係合段部４８に係合することを可能として一体に設け
られる。このラチェット４１は、前記ラッチ解除用電動モータ２４の作動によって、図５
の実線で示すラチェット係合位置と、図５の鎖線で示すラチェット解除位置との間で回動
する。しかもこのラチェット４１には、後述の図８で示すラチェットレバー５８が、ラチ
ェット４１とともに回動するようにして連動、連結される。
【００２５】
　而して前記ラチェット４１がラチェット係合位置に在る状態で、前記ラッチ４０が開扉
方向の回動端（図５で示す回動位置）に在るときに前記ラチェット４１の係合腕部４１ａ
は、前記ラッチ４０におけるハーフ係合段部４８の外周に設けられる第１弾性膨出部４０
ａに接触しており、進入溝４２に進入してきたストライカ３３で押されてラッチ４０が閉
扉方向（図５の反時計方向）に回動すると、図６で示すように、係合溝４６にストライカ
３３が係合されることになるとともに前記係合腕部４１ａがハーフ係合段部４８に係合す
ることにより前部サイドドアＤの半ドア状態が保持され、ハーフラッチ状態となる。また
係合溝４６に係合したストライカ３３が進入溝４２内を内方側にさらに進むのに応じて前
記ラッチ４０がさらに閉扉方向に回動すると、図７で示すように、ラチェット４１が、そ
の係合腕部４１ａをフル係合段部４７に係合させることになり、前部サイドドアＤが完全
な閉扉状態でロックされ、フルラッチ状態となる。
【００２６】
　而して前記フルラッチ状態にあるときに前記ラチェット４１がそのラチェット係合位置
からラチェット解除位置に回動駆動されると、ラッチ機構２２はアンラッチ状態となり、
前部サイドドアＤの閉鎖状態で該ドアＤおよび車体間に介在する防水シールの反力によっ
て前部サイドドアＤがごくわずかに開くのに応じて前記ラッチ４０も開扉方向にわずかに
回動し、前部サイドドアＤに開放方向の操作力を加えるのに応じて前記ストライカ３３が
前記進入溝４２内を移動するのに応じて前記ラッチ４０は図５に示す開扉方向の回動端ま
で回動することになる。
【００２７】
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　前記収容ケース３６の前記突部３６ａには、前記ラッチ４０が図５で示す開扉方向の回
動端から図６で示すハーフラッチ状態となる直前の回動位置までの間、すなわち前部サイ
ドドアＤがラッチ状態を解除されて開放されたときに、前記ラッチ４０の外周に設けられ
る第２弾性膨出部４０ｂに当接してオン状態となるアンラッチスイッチ４９が取付けられ
るとともに、前記ラッチ４０が図７で示す閉扉方向の回動端となったときに前記ラッチ４
０の外周の第１弾性膨出部４０ａに当接してオン状態となるフルラッチスイッチ５０が取
付けられる。また前記突部３６ａには、前記ラチェット４１がラチェット係合位置にある
状態で前記ラチェット４１に当接してオン状態となるラチェットスイッチ５１が取付けら
れる。
【００２８】
　図８において、前記収容ケース３６におけるケース主体３８内の前記カバープレート３
７寄りの部分には、前記カバー部材３９とは反対側から順に、オープンリンク５４、リリ
ースリンク５５および第１キャンセルレバー５６が重なって配置される。而して前記ラチ
ェット４１とともに回動するラチェットレバー５８に、前記オープンリンク５４もしくは
前記リリースリンク５５が上下に延びる姿勢のままで上方に移動して下方から当接、係合
することで該ラチェットレバー５８が回動すると、前記ラチェット４１がラチェット係合
位置からラチェット解除位置に回動することになり、これによって前記ラッチ４１の開扉
方向への回動が許容され、前部サイドドアＤのラッチ状態が解除されることになる。
【００２９】
　前記ケース主体３８の前記カバープレート３７側の下部には、前記前部サイドドアＤの
外面側に配設されるアウトサイドハンドル１９の操作に応じて回動するオープンレバー５
９が回動可能に支承されており、前記オープンリンク５４の下端部が、該オープンリンク
５４の回動を許容するようにして前記オープンレバー５９に連結され、前記オープンレバ
ー５９の回動に応じて前記オープンリンク５４は上下に作動する。しかもオープンリンク
５４には、該オープンリンク５４が図８で示すように上下に延びる姿勢にあるときに前記
ラチェットレバー５８に下方から当接、係合可能な押圧部５４ａが設けられる。
【００３０】
　また前記リリースリンク５５は、上下に作動することを可能として前記ケース主体３８
に支承されており、前記ケース主体３８には、前記リリースリンク５５の上下動を案内す
る案内壁６０が前記リリースリンク５５およびカバープレート３７間に配置されるように
して設けられ、前記ケース主体３８および前記リリースリンク５５間には、前記リリース
リンク５５を前記案内壁６０に摺接させる側に付勢するねじりばね６１が設けられる。ま
た前記リリースリンク５５の上部にはリンクピン６２が植設され、前記ラチェットレバー
５８に下方から当接、係合可能な押圧部５５ａが前記リリースリンク５５に設けられる。
【００３１】
　第１キャンセルレバー５６の上端部には、前記案内壁６０と反対側および下方から前記
リンクピン６２に当接可能な当接面６３が形成されるとともに、前記リンクピン６２にカ
バープレート３７と反対側から対向する係止板部６４が設けられる。
【００３２】
　第１キャンセルレバー５６の下端部は、リリースレバー６５の一端部に回動可能に連結
され、該リリースレバー６５の中間部は、第１キャンセルレバー５６を上下に作動させる
ように回動することを可能として第３支軸６６を介して前記ケース主体３８に支持される
。
【００３３】
　前記ケース主体３８には、前記ラッチ解除用電動モータ２４が固定的に配設されており
、このラッチ解除用電動モータ２４の出力軸６７に設けられるウォームギヤ６８に噛合す
るウォームホイル６９が、第３支軸６６と平行な軸線を有する第４支軸７０を介して前記
ケース主体３８に回動自在に支承される。このウォームホイル６９には、該ウォームホイ
ル６９とともに回動するカム７１が設けられており、そのカム７１に摺接するピン７２が
前記リリースレバー６５の他端部に植設される。しかも前記ケース主体３８および前記リ
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リースレバー６５間には、前記ピン７２を前記カム７１に摺接させる方向に前記リリース
レバー６５を回動付勢するねじりばね７３が設けられる。
【００３４】
　而して前記ラッチ解除用電動モータ２４が前記ウォームホイル６９および前記カム７１
を図８の反時計方向に回動させるように作動すると、前記カム７１に前記ピン７２が摺接
していることによって前記リリースレバー６５が図８の反時計方向に回動し、第１キャン
セルレバー５６が上方に押し上げられることになる。前記カム７１は、第１キャンセルレ
バー５６が上方に押し上げられた後にさらに前記ラッチ解除用電動モータ２４が前記カム
７１を図８の反時計方向に回動させるように作動するのに応じて、第１キャンセルレバー
５６を上方に押し上げる力が解放されるように形成されており、それに応じて第１キャン
セルレバー５６は下方に降下することになる。
【００３５】
　前記ラッチ解除用電動モータ２４の上方で前記ケース主体３８の上部には前記ロック・
アンロック切換用電動モータ２３が固定的に配設されており、このロック・アンロック切
換用電動モータ２３の出力軸７６に設けられるウォームギヤ７７に噛合するウォームホイ
ル７８が第４支軸７０と平行な第５支軸７９を介して前記ケース主体３８に回動自在に支
承される。このウォームホイル７８には、その中心軸線からオフセットして係合突起８０
が設けられており、該係合突起８０を係合させ得る係止凹部８２を外周に有する扇状の第
１ロッキングレバー８４が第５支軸７９と平行な第６支軸８５を介して前記ケース主体３
８に回動自在に支承され、第１ロッキングレバー８４とともに回動する第２ロッキングレ
バー８６も第６支軸８５を介して前記ケース主体３８に回動可能に支承される。
【００３６】
　第２ロッキングレバー８６には、上下方向に延びて前記オープンリンク５４に設けられ
る長孔８９に挿通される第１ピン８７と、第１キャンセルレバー５６に設けられる矩形状
の開口部９０に挿通される第２ピン８８とが設けられる。而してケース主体３８および第
１キャンセルレバー５６間には、前記開口部９０のカバープレート３７とは反対側の側縁
を第２ピン８８に当接させる方向に第１キャンセルレバー５６を付勢するねじりばね９１
が設けられる。
【００３７】
　前部サイドドアＤのラッチ解除を可能とするアンロック状態とするときに、前記ロック
・アンロック切換用電動モータ２３は、前記係合突起を８０を係止凹部８２に係合させた
ウォームホイル７８を図８で示す位置に回動させて停止しており、この状態で第２ロッキ
ングレバー８６は第６支軸８５の軸線まわりに図８の反時計方向に最大限回動した状態に
ある。これにより前記オープンリンク５４および第１キャンセルレバー５６は図８で示す
ように上下方向に延びた姿勢となり、第１キャンセルレバー５６の上端部の当接面６３は
前記リンクピン６２に下方から当接して押し上げ可能となり、またオープンリンク５４の
押圧部５４ａもラチェットレバー５８に下方から当接可能となる。
【００３８】
　このようなアンロック状態で前記ラッチ解除用電動モータ２４の作動によって第１キャ
ンセルレバー５６を、図９で示すように上方に押し上げると、第１キャンセルレバー５６
の上端部の当接面６３がリリースリンク５５のリンクピン６２に下方から当接し、第１キ
ャンセルレバー５６がさらに押し上げられるのに応じてリリースリンク５５も上方に押し
上げられ、リリースリンク５５の押圧部５５ａがラチェットレバー５８に下方から当接し
て該ラチェットレバー５８が回動駆動されることになり、前部サイドドアＤのラッチ状態
が解除される。またアンロック状態で、前部サイドドアＤの外面側に配設されるアウトサ
イドハンドル１９を操作して前記オープンレバー５９を回動すると、前記オープンリンク
５４が上方に押し上げられ、このオープンリンク５４の押圧部５４ａで前記ラチェットレ
バー５８が回動駆動され、これによっても前部サイドドアＤのラッチ状態が解除される。
【００３９】
　前記ラッチ解除用電動モータ２４の作動もしくは前記アウトサイドハンドル１９の操作
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によっても前部サイドドアＤのラッチ解除を不能とするロック状態とするときには、前記
ロック・アンロック切換用電動モータ２３は、図８の状態から反時計方向にウォームホイ
ル７８を回動させ、前記係合突起８０を前記係止凹部８２に係合させたウォームホイル７
８を図１０で示す位置まで回動させて停止しており、この状態で第２ロッキングレバー８
６は第６支軸８５の軸線まわりに図１０の時計方向に最大限回動した状態にある。これに
より前記オープンリンク５４および第１キャンセルレバー５６は、その上下方向に延びた
姿勢から前記案内壁６０から離れる方向に傾斜した姿勢となる。この状態で第１キャンセ
ルレバー５６の上端部の当接面６３は、第１キャンセルレバー５６が上方に移動しても前
記リンクピン６２に下方から当接することはなく、またオープンリンク５４の押圧部５４
ａもラチェットレバー５８に下方から当接し得ない位置となる。したがって前記ラッチ解
除用電動モータ２４の作動によって第１キャンセルレバー５６が上方に押し上げられても
リリースリンク５５が上方に移動することはなく、また前記アウトサイドハンドル１９を
操作してオープンリンク５４を上方に移動させても押圧部５４ａがラチェットレバー５８
に下方から当接することはないので、前部サイドドアＤはラッチ状態のままとなる。
【００４０】
　前記ケース主体３８の上部には、前記アウトサイドハンドル１９に付設される前記シリ
ンダ錠２０のキー操作に応じて回動する第１シリンダレバー１０８が第７支軸１０６を介
して支承され、第１シリンダレバー１０８には、第７支軸１０６の軸線を中心とした円弧
状の連結孔１０７が設けられる。第７支軸１０６には、第１シリンダレバー１０８と重な
る第２シリンダレバー１０９が第１シリンダレバー１０８に対する相対回動を可能として
支承されており、第２シリンダレバー１０９には、前記連結孔１０７に挿通される連結ピ
ン１０５が植設される。
【００４１】
　第２シリンダレバー１０９は、第７支軸１０６と平行な軸線を有する第８支軸１１０を
介して前記ケース主体３８に回動可能に支承される第３シリンダレバー１１１の一端部に
連結ピン１１２を介して連結される。また第３シリンダレバー１１１の他端部は、第８支
軸１１０と平行な軸線を有する第９支軸１１３を介して前記ケース主体３８に回動可能に
支承される第４シリンダレバー１１４の一端部に連結ピン１１５を介して連結され、第４
シリンダレバー１１４の他端部は、第１ロッキングレバー８４に連結ピン１１６を介して
連結される。
【００４２】
　而してアンロック状態で前記シリンダ錠２０をロック側に操作すると、第１シリンダレ
バー１０８は図８の反時計方向に回動し、それに応じて第２シリンダレバー１０９が反時
計方向に回動し、第３シリンダレバー１１１が時計方向に回動し、第４シリンダレバー１
１４が反時計方向に回動して第１ロッキングレバー８４を図１０で示す位置まで反時計方
向に回動させる。またロック状態で前記シリンダ錠２０をアンロック側に操作すると、第
１シリンダレバー１０８は図１０の時計方向に回動し、それに応じて第２シリンダレバー
１０９が時計方向に回動し、第３シリンダレバー１１１が反時計方向に回動し、第４シリ
ンダレバー１１４が時計方向に回動して第１ロッキングレバー８４を図８で示す位置まで
時計方向に回動させる。
【００４３】
　而して第２～第４シリンダレバー１０９，１１１，１１４は、前記ロック・アンロック
切換用電動モータ２３の作動によっても前記シリンダ錠２０の操作時と同様に回動するも
のであり、前記ラッチ機構２２がアンロック状態およびロック状態のいずれの状態になっ
ているかを検出するロック・アンロック検出スイッチ１１７が、第３シリンダレバー１１
１に一体に設けられる被検出部１１１ａへの接・離によってスイッチング態様を変化する
ようにして前記ケース主体３８に取付けられる。
【００４４】
　図４において、前部サイドドアＤのインサイドハンドル２１に配設された前記プッシュ
ボタン２９の操作に応じて機械的な力をラッチ機構２２側に伝達する前記ケーブル３０は
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、アウターケーブル９２内にインナーケーブル９３が挿入されて成り、アウターケーブル
９２の前記ラッチ機構２２側の端部は前記収容ケース３６の前記ケース主体３８に支持さ
れる。
【００４５】
　前記収容ケース３６におけるカバー部材３９には、前記インサイドハンドル２１の前記
プッシュボタン２９から機械的なラッチ解除操作力が伝達される機械的操作力入力レバー
９５が第１０支軸９６を介して回動可能に支承される。
【００４６】
　前記機械的操作力入力レバー９５は、前記アウターケーブル９２から突出したインナー
ケーブル９３の端部が先端部に連結されるようにした連結腕部９５ａを一体に有しており
、連結腕部９５ａの先端部を除く大部分を前記カバー部材３９の内側に配置するようにし
つつ第１０支軸９６を介して前記カバー部材３９に回動自在に支承される。
【００４７】
　前記連結腕部９５ａの先端部はカバー部材３９から外方に突出され、この連結腕部９５
ａの先端部に前記インナーケーブル９３が連結される。これにより前部サイドドアＤのイ
ンサイドハンドル２１に配設された前記プッシュボタン２９の操作に応じて前記ケーブル
３０が牽引されると、前記機械的操作力入力レバー９５は第１０支軸９６の軸線まわりに
図４の反時計方向に回動することになる。
【００４８】
　再び図８～図１０において、前記収容ケース３６における前記ケース主体３８には、前
記機械的操作力入力レバー９５に連動、連結されて前記機械的操作力入力レバー９５とと
もに回動するラッチ解除用作動レバー９７が、第１０支軸９６と同軸の第１１支軸９８を
介して回動自在に支承され、このラッチ解除用作動レバー９７には、上下に延びる連動リ
ンク１０１の下端部に連結ピン１０２を介して連結される連結腕部９７ａと、該連結腕部
９７ａと反対側に延びる被検出腕部９７ｂとが一体に設けられる。
【００４９】
　前記連結腕部９７ａおよび前記連動リンク１０１の下端部間にはねじりばね１０３が設
けられており、前記連動リンク１０１は、前記連結ピン１０２の軸線まわりに図８～図１
０の反時計方向に回動付勢され、前記ねじりばね１０３による回動付勢方向での前記連動
リンク１０１の回動端は第１ロッキングレバー８４に当接することで規制される。また第
１ロッキングレバー８４は、前記連動リンク１０１が最下限位置から上方に所定ストロー
クだけ移動したときには該連動リンク１０１の中間部に連動、連結され、前記連動リンク
１０１がさらに上方に移動したときに第１ロッキングレバー８４および第２ロッキングレ
バー８６は図８～図１０の反時計方向に回動駆動される。
【００５０】
　ところで、前記オープンリンク５４、前記リリースリンク５５および第１キャンセルレ
バー５６の上方で前記ケース主体３８には、第１２支軸９９を介して第２キャンセルレバ
ー１００が回動自在に支承される。この第２キャンセルレバー１００は、第１キャンセル
レバー５６の係止板部６４に前記案内壁６０側から対向する押圧腕部１００ａと、前記連
動リンク１０１の上方に位置する連結腕部１００ｂとを一体に有しており、連結腕部１０
０ｂの先端部および前記オープンリンク５４の長手方向中間部間はキャンセルリンク１０
４を介して連結される。而して前記連動リンク１０１が上方に押し上げられると、第２キ
ャンセルレバー１００の連結腕部１００ｂの先端部に前記連動リンク１０１の上端が当接
して該連結腕部１００ｂを押し上げることになり、前記押圧腕部１００ａで前記係止板部
６４が押されることによって第１キャンセルレバー５６が傾斜した姿勢となり、また前記
オープンリンク５４が上方に引き上げられることになる。
【００５１】
　ところで前記ラッチ機構２２には、前部サイドドアＤのインサイドハンドル２１に配設
された前記プッシュボタン２９が操作されたことを検出して前記ラッチ解除用電動モータ
２４を作動させるための一対のラッチ解除意志検出スイッチ１１８，１１９が取付けられ
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る。
【００５２】
　両ラッチ解除意志検出スイッチ１１８，１１９は、前記インサイドハンドル２１のプッ
シュボタン２９を押すことで牽引されるケーブル３０に連結される機械的操作力入力レバ
ー９５に連動、連結されて該機械的操作力入力レバー９５とともに回動するラッチ解除用
作動レバー９７の被検出腕部９７ｂを検出するものであり、一方のラッチ解除意志検出ス
イッチ１１８は前記プッシュボタン２９を押すことによる前記ラッチ解除用作動レバー９
７の回動時に前記被検出腕部９７ｂで押される位置に配置され、他方のラッチ解除意志検
出スイッチ１１９は、前記ラッチ解除用作動レバー９７の回動時には前記被検出腕部９７
ｂで押されることはないものの前記プッシュボタン２９の非操作状態で前記ラッチ解除用
作動レバー９７が回動しないときに前記被検出腕部９７ｂで押される位置に配置される。
すなわち一方のラッチ解除意志検出スイッチ１１８がオン状態となり、他方のラッチ解除
意志検出スイッチ１１９がオフ状態となった状態で、車両運転者がラッチ状態を解除すべ
く前記プッシュボタン２９が押圧操作したことが確認されることになる。
【００５３】
　ところで単一のラッチ解除意志検出スイッチを用いた場合に、たとえばシステム故障に
よってそのスイッチが勝手にオンしてラッチ解除用電動モータ２４が不所望に作動するこ
とが生じ得るが、上述のように２つのラッチ解除意志検出スイッチ１１８，１１９を設け
て冗長化することで、ラッチ解除用電動モータ２４が不所望に作動してしまうことが生じ
ないようにすることができる。
【００５４】
　また前記ケース主体３８には、前記ラッチ解除用電動モータ２４の作動に応じて前記ウ
ォームホイル６９とともに前記カム７１の回動位置を検出する初期位置用カムスイッチ１
２０およびラチェット解除位置用カムスイッチ１２１が、前記ウォームホイル６９の周囲
に間隔をあけた位置で取付けられる。而して初期位置用カムスイッチ１２０は、前記ラッ
チ解除用電動モータ２４の初期位置を定めるためのものであり、前記ラッチ解除用電動モ
ータ２４が初期位置にある状態で前記ラチェット４１は、ラチェット係合位置にある。ま
たラチェット解除位置用カムスイッチ１２１は、前記ラッチ解除用電動モータ２４が作動
して前記ラチェット４１をラチェット解除位置に移動させる際に、前記アンラッチスイッ
チ４９によってアンラッチ状態を検出するまでは前記ラッチ解除用電動モータ２４の作動
を継続させるために、前記ラチェット４１のラチェット解除位置に対応した前記カム７１
の所定の回動位置を検出するように配置される。
【００５５】
　図１１において、前記ラッチ解除用電動モータ２４の作動はラッチ制御ユニット１２２
で制御され、前記ロック・アンロック切換用電動モータ２３の作動は集中制御ユニット１
２３で制御されるものであり、ラッチ制御ユニット１２２および集中制御ユニット１２３
は、ＣＡＮ－Ｈライン１２６およびＣＡＮ－Ｌライン１２７を介してスマート制御ユニッ
ト１２４に接続される。
【００５６】
　ところでアウトサイドハンドル１９内には、車両ユーザが携帯する携帯器との間で信号
の授受をするためのＬＦアンテナ１２８が内蔵されるとともに、アウトサイドハンドル１
９の所定の位置を握ることでオン状態となる２つのアンロックスイッチ１２９，１３０と
、アウトサイドハンドル１９の他の所定の位置に触れることでオン状態となるロックスイ
ッチ１３１とが配設され、前記アウトハンドル１９に付設される前記シリンダ錠２０には
該シリンダ錠２０をロック側およびアンロック側のいずれに操作したかを検出するキース
イッチ１３２が設けられる。
【００５７】
　前記ラッチ制御ユニット１２２には、前記ラッチ機構２２のケーシング３５内に配設さ
れるアンラッチスイッチ４９、フルラッチスイッチ５０、ラチェットスイッチ５１、ラッ
チ解除意志検出スイッチ１１８、初期位置用カムスイッチ１２０、ラチェット解除位置用
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カムスイッチ１２１およびアンロックスイッチ１２９からのオン・オフ信号が入力される
。
【００５８】
　また前記スマート制御ユニット１２４には、前記ＬＦアンテナ１２８が接続されるとと
もに、前記ラッチ機構２２のケーシング３５内に配設されるラッチ解除意志検出スイッチ
１１９、ならびに前記アウトサイドハンドル１９に設けられるアンロックスイッチ１３０
およびロックスイッチ１３１からのオン・オフ信号が入力される。
【００５９】
　前記集中制御ユニット１２３には、前記ラッチ機構２２のケーシング３５内に配設され
るロック・アンロック検出スイッチ１１７がロック状態およびアンロック状態のいずれの
状態を検出しているかを示す信号、前記インサイドハンドル２１に設けられるロック・ア
ンロック切換用スイッチ２６がロック状態およびアンロック状態のいずれの状態に操作さ
れているかを示す信号、ならびに前記シリンダ錠２０に付設される前記キースイッチ１３
２がロック側およびアンロック側のいずれに操作されているかを示す信号がそれぞれ入力
される。
【００６０】
　而して前部サイドドアＤが閉鎖してロック状態にあるときに、車両ユーザがアウトサイ
ドハンドル１９を握って前記アンロックスイッチ１２９，１３０がオン状態となると、車
両ユーザが携帯する携帯器および前記ＬＦアンテナ１２８間で無線によるＩＤ信号の授受
が行われ、そのＩＤ信号によって正規の車両ユーザであることが確認されたときに、前記
ロック・アンロック切換用電動モータ２３が作動してアンロック状態となるとともに、そ
のアンロック状態で前記ラッチ解除用電動モータ２４が作動してラッチ状態が解除される
。
【００６１】
　ところでアウトサイドハンドル１９に２つのアンロックスイッチ１２９，１３０が設け
られるのは、前記ラッチ機構２２に２つのラッチ解除意志検出スイッチ１１８，１１９が
配設されるのと同様に冗長化を図るためであり、単一のアンロックスイッチを用いた場合
に、たとえばシステム故障によってそのスイッチが勝手にオンしてラッチ解除用電動モー
タ２４が不所望に作動することが生じ得るが、上述のように２つのアンロックスイッチ１
２９，１３０を設けることで、ラッチ解除用電動モータ２４が不所望に作動してしまうこ
とが生じないようにすることができる。
【００６２】
　前記ラッチ制御ユニット１２２は、通電によって前記ラッチ機構２２がアンロック状態
にあることを表示する電気表示手段である１個の発光ダイオード１３５への通電を、少な
くとも前記ロック・アンロック検出スイッチ１１７の出力に基づいて制御するものであり
、バッテリ１３６からの電力が前記ラッチ制御ユニット１２２に供給され、このラッチ制
御ユニット１２２を介して前記スマート制御ユニット１２４にもバッテリ１３６からの電
力が供給される。
【００６３】
　前記発光ダイオード１３５は、前記前部サイドドアＤの閉鎖状態で車外から視認するこ
とを可能として前記前部サイドドアＤの内面側に配設されるものであり、この実施の形態
では、図１で示すように、前記発光ダイオード１３５は前記前部サイドドアＤの内面のう
ち、ウインド１３８の下縁部に配設される。
【００６４】
　また図１において、前記車室１７内の前部に配置されるダッシュボード１３９には、前
記運転席１８に座った運転者が押圧操作することで、通電によって活性化する車両搭載機
器への通電を遮断した電源オフ状態と、前記車両搭載機器への通電を可能とする電源オン
状態を切換えるスイッチであるエンジンスイッチ１３７が配設される。而してエンジンス
イッチ１３７は、車両に搭載されるアクセサリへの通電を可能とするとともにエンジンの
点火コイルに通電する状態と、前記アクセサリへの通電を可能とするものの前記点火コイ
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ルへの通電は遮断する状態と、前記アクセサリおよび前記点火コイルへの通電を遮断する
状態とを切換え可能であり、このエンジンスイッチ１３７は、図１１で示すように、前記
バッテリ１３６および前記ラッチ制御ユニット１２２間に介設される。
【００６５】
　而してエンジンスイッチ１３７が、前記アクセサリへの通電を可能とするとともに前記
エンジンの点火コイルに通電するスイッチング態様にあるときには前記ラッチ制御ユニッ
ト１２２のイグニッション端子が前記バッテリ１３６に導通し、前記エンジンスイッチ１
３７が、前記アクセサリへの通電を可能とするものの前記エンジンの点火コイルへの通電
を遮断するスイッチング態様にあるときには前記ラッチ制御ユニット１２２のアクセサリ
端子が前記バッテリ１３６に通電することになり、ラッチ制御ユニット１２２は、前記イ
グニッション端子および前記アクセサリ端子のいずれかが前記バッテリ１３６に導通する
状態を電源オン状態と判断し、前記イグニッション端子および前記アクセサリ端子のいず
れもが前記バッテリ１３６から遮断されている状態を電源オフ状態と判断する。
【００６６】
　しかも前記ラッチ制御ユニット１２２は、前記電源オフ状態では前記ロック・アンロッ
ク検出スイッチ１１７が前記ロック状態からアンロック状態に切換わったことを検出した
切換時点で前記発光ダイオード１３５への通電を開始して該発光ダイオード１３５を点灯
させた後にその切換時点から第１の所定時間たとえば１分経過後に前記発光ダイオード１
３５への通電を遮断するものの、前記電源オン状態にあるときには前記ロック・アンロッ
ク検出スイッチ１１７が前記アンロック状態であることを検出している限り前記発光ダイ
オード１３５への通電状態を第１の所定時間の経過後も持続する。
【００６７】
　このようなラッチ制御ユニット１２２による発光ダイオード１３５の通電制御を図１２
～図１５を用いて説明すると、先ず図１２で示すように、電源オフにあるときには、ロッ
ク・アンロック切換用電動モータ２３がアンロック側に作動するのに応じて、ロック・ア
ンロック検出スイッチ１１７が時刻ｔ１でロック状態からアンロック状態に切り換わった
ことを検出するのに応じて前記発光ダイオード１３５が点灯し、その点灯時から第１の所
定時間Ｔ１たとえば１分経過後の時刻ｔ２では発光ダイオード１３５への通電が遮断され
、発光ダイオード１３５が消灯する。
【００６８】
　また図１３で示すように、電源オン状態にあるときには、ロック・アンロック切換用電
動モータ２３がアンロック側に作動するのに応じて、ロック・アンロック検出スイッチ１
１７が時刻ｔ３でロック状態からアンロック状態に切り換わったことを検出するのに応じ
て前記発光ダイオード１３５が点灯し、その点灯時から第１の所定時間Ｔ１が経過した時
刻ｔ４以降も、電源オン状態にあるときには発光ダイオード１３５への通電が継続され、
発光ダイオード１３５は点灯したままである。
【００６９】
　また図１４で示すように、電源オン状態にあってロック・アンロック検出スイッチ１１
７がアンロック状態を検出しているときには、前記発光ダイオード１３５は点灯したまま
であるが、その状態でロック・アンロック切換用電動モータ２３がロック側に作動するの
に応じて、ロック・アンロック検出スイッチ１１７が時刻ｔ５でアンロック状態からロッ
ク状態に切り換わったことを検出するのに応じて、発光ダイオード１３５への通電が遮断
され、発光ダイオード１３５は消灯する。
【００７０】
　さらに図１５で示すように、電源オン状態にあってロック・アンロック検出スイッチ１
１７がアンロック状態を検出しているときには、前記発光ダイオード１３５は点灯したま
まであるが、その状態で電源オフ状態となると、そのオフ状態となった時刻ｔ６から第１
の所定時間Ｔ１が経過した時刻ｔ７で発光ダイオード１３５への通電が遮断され、発光ダ
イオード１３５は消灯する。
【００７１】
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　また前記ラッチ制御ユニット１２２は、前記ラチェット４１を前記ラチェット係合位置
から前記ラチェット解除位置に回動させるように前記ラッチ解除用電動モータ２４が作動
を開始した後に、前記ラチェット解除位置用カムスイッチ１２１が前記ラチェット４１の
ラチェット解除位置に対応した前記カム７１の所定の回動位置を検出したときに前記ラッ
チ解除用電動モータ２４の作動を停止し、その停止から第２の所定時間たとえば５秒が経
過した後に、前記ラチェット係合位置に前記ラチェット４１を回動駆動するように前記ラ
ッチ解除用電動モータ２４を作動させる。
【００７２】
　このようなラッチ解除用電動モータ２４の作動制御について図１６を参照しながら説明
すると、前記前部サイドドアＤが完全に閉鎖したときの前記ラッチ４０に前記ラチェット
４１が係合したフルラッチ状態で前記フルラッチスイッチ５０がオン状態にある時刻ｔ８
で前記ラッチ解除意志検出スイッチ１１８，１１９が車両運転者のラッチ解除意志を検出
すると、ラッチ解除用電動モータ２４が前記ラチェット４１をラチェット解除位置側に回
動駆動するように作動し、そのラッチ解除用電動モータ２４の作動に応じたラチェット４
１の回動によってラッチ状態が解除され、開扉方向に付勢されたラッチ４０がわずかに回
動することで時刻ｔ９でフルラッチスイッチ５０がオフ状態となり、その後の時刻ｔ１０
でラチェット解除用カムスイッチ１２１がオン状態となるのに応じて前記ラッチ解除用電
動モータ２４の作動が停止し、ラチェット４１はラチェット解除位置に保持される。
【００７３】
　而して前記ラッチ解除用電動モータ２４の停止後、第２の所定時間Ｔ２たとえば５秒が
経過した時刻ｔ１１で、前記ラッチ解除用電動モータ２４が、前記ラチェット４１をラチ
ェット係合位置側に回動駆動するように作動を開始し、そのラッチ解除用電動モータ２４
の作動に伴って時刻ｔ１２でラチェット解除位置用カムスイッチ１２１がオフとなった後
、初期位置用カムスイッチ１２０がオフ状態から短時間のオン状態を経てオフ状態となっ
た時刻ｔ１３で前記ラッチ解除用電動モータ２４の作動が停止される。
【００７４】
　而して前記ラチェット４１をラチェット係合位置からラチェット解除位置まで回動駆動
するための前記ラッチ解除用電動モータ２４の作動時間Ｔ３がたとえば０．０７秒である
のに対して、前記ラチェット４１をラチェット解除位置からラチェット係合位置まで回動
駆動するための前記ラッチ解除用電動モータ２４の作動時間Ｔ４はたとえば０．１２秒で
あり、Ｔ３＜Ｔ４である。これはラチェット係合位置からラチェット解除位置まで回動駆
動する際の前記ラッチ解除用電動モータ２４の作動はラチェット解除位置用カムスイッチ
１２１がオンとなるのに応じて停止されるのに対して、前記ラチェット４１をラチェット
解除位置からラチェット係合位置まで回動駆動する際の前記ラッチ解除用電動モータ２４
の作動は初期位置用カムスイッチ１２０がオフ状態から短時間のオン状態を経てオフ状態
となるのに応じて停止するように設定されているからであり、前記ラチェット４１をラチ
ェット係合位置で保持する際に前記初期位置用カムスイッチ１２０がずっとオン状態とな
ってしまうことによる電力浪費を防止するためである。
【００７５】
　また前記ラッチ制御ユニット１２２は、前記ラチェット４１を前記ラチェット係合位置
から前記ラチェット解除位置に回動させるように前記ラッチ解除用電動モータ２４が作動
を開始した後に、前記ラチェット４１が前記ラチェット解除位置にあることを前記ラチェ
ット解除位置用カムスイッチ１２１が検出して前記ラッチ解除用電動モータ２４の作動を
停止してから第２の所定時間Ｔ２が経過する前に、図１６の鎖線で示すように前記アンラ
ッチスイッチ４９によって前記前部サイドドアＤが閉鎖位置から開放側に回動したことが
検出されたときには、第２の所定時間Ｔ２の経過途中であっても直ちに前記ラチェット係
合位置側に前記ラチェット４１を回動駆動するように前記ラッチ解除用電動モータ２４を
作動させる。
【００７６】
　次にこの実施の形態の作用について説明すると、前部サイドドアＤに設けられるラッチ
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機構２２には、そのラッチ状態を解除することを可能としたアンロック状態ならびに前記
ラッチ状態を解除することを不能としたロック状態を切換える動力を発揮するロック・ア
ンロック切換用電動モータ２３と、ラッチ機構２２が前記アンロック状態および前記ロッ
ク状態のいずれの状態になっているかを検出するロック・アンロック検出スイッチ１１７
とが設けられ、通電によって前記ラッチ機構２２がアンロック状態にあることを表示する
発光ダイオード１３５の通電が、少なくとも前記ロック・アンロック検出スイッチ１１７
の出力に基づいてラッチ制御ユニット１２２によって制御され、このラッチ制御ユニット
１２２は、通電によって活性化する車両搭載機器への通電を遮断した電源オフ状態では前
記ロック・アンロック検出スイッチ１１７が前記ロック状態からアンロック状態に切換わ
ったことを検出した切換時点で通電を開始した前記発光ダイオード１３５への通電を前記
切換時点から第１の所定時間Ｔ１の経過後に遮断するものの、前記車両搭載機器への通電
を可能とする電源オン状態にあるときには前記ロック・アンロック検出スイッチ１１７が
前記アンロック状態であることを検出している限り前記発光ダイオード１３５への通電状
態を第１の所定時間Ｔ１の経過後も持続するので、発光ダイオード１３５の点灯時から第
１の所定時間Ｔ１の経過後に前部サイドドアＤがアンロック状態およびロック状態のいず
れの状態にあるか分からなくなって前部サイドドアＤがアンロック状態であるにもかかわ
らずロック状態であると誤認してしまうことを回避し、不所望に前部サイドドアＤが開放
してしまうことを防止することができる。
【００７７】
　また電気表示手段が１個の発光ダイオード１３５から成るものであるので、電力消費量
を少なくしつつ電気表示手段の配置スペースを容易に確保することができる。さらに発光
ダイオード１３５が、前記前部サイドドアＤの閉鎖状態で車外から視認することを可能と
して前記前部サイドドアＤの内面側に配設されるので、発光ダイオード１３５を車外から
視認可能とすることで、車外からでもアンロック状態およびロック状態を容易に確認する
ことができる。
【００７８】
　また前部サイドドアＤを閉鎖側に回動するのに応じて車体側のストライカ３３に係合し
得るラッチ４０には、ラッチ係合位置にあるラチェット４１が前部サイドドアＤの完全な
閉鎖状態および半ドア状態で係合可能であり、このラチェット４１を、前記係合位置と、
前記ラッチ４０との係合を解除するラチェット解除位置との間で回動駆動するラッチ解除
用電動モータ２４の作動は、前記前部サイドドアＤが完全に閉鎖したときの前記ラッチ４
０に前記ラチェット４１が係合したフルラッチ状態で、ラッチ解除意志検出スイッチ１１
８，１１９が車両運転者のラッチ解除意志を検出するのに応じて前記ラチェット４１を前
記ラチェット係合位置から前記ラチェット解除位置に回動させるようにラッチ制御ユニッ
ト１２２で制御されるのであるが、ラッチ制御ユニット１２２は、前記ラチェット４１を
前記ラチェット係合位置から前記ラチェット解除位置に回動させるように前記ラッチ解除
用電動モータ２４が作動を開始した後に前記ラチェット解除位置に前記ラチェット４１が
在ることを前記ラチェット解除位置用カムスイッチ１２１が検出して前記ラッチ解除用電
動モータ２４の作動を停止してから第２の所定時間Ｔ２の経過後に、前記ラチェット係合
位置に前記ラチェット４１を回動駆動するように前記ラッチ解除用電動モータ２４を作動
させる。したがって、ラッチ機構２２のアンロック状態でインサイドハンドル２２のプッ
シュボタン２９を誤って操作しても、第２の所定時間Ｔ２の経過後にはラチェット４１を
ラッチ４０に係合させて前部サイドドアＤを半ドア状態とすることができ、前部サイドド
アＤが不所望に開いてしまう事態が生じるのを極力防止することができる。
【００７９】
　さらに前記ラッチ制御ユニット１２２は、前記ラチェット４１が前記ラチェット解除位
置にあることをラチェット解除位置用カムスイッチ１２１が検出して前記ラッチ解除用電
動モータ２４の作動を停止してから第２の所定時間Ｔ２が経過する前にアンラッチスイッ
チ４９が前記前部サイドドアＤの開放側への回動を検出したときには、直ちに前記ラチェ
ット係合位置側に前記ラチェット４１を回動駆動するように前記ラッチ解除用電動モータ
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２４を作動させる。このためラッチ状態を解除して前部サイドドアＤを開いた後に、第２
の所定時間Ｔ２が経過する前に前部サイドドアＤを閉じたとき（早閉めしたとき）に、ラ
チェット４１がラチェット解除位置にあるのでは前部サイドドアＤを閉じ状態で保持する
ことができないが、前部サイドドアＤを早閉めしてもラチェット４１をラッチ４０に係合
させるようにして前部サイドドアＤの閉じ状態を保持することができる。
【００８０】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明を逸脱することなく種々の設計変更を
行うことが可能である。
【００８１】
　たとえば上記実施の形態では、発光ダイオード１３５が、前部サイドドアＤの内面のう
ちウインド１３８の下縁部に配設されるようにしたが、インサイドハンドル２１に設けら
れるロック・アンロック切換用スイッチ２６の中央部に配設されるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００８２】
２２・・・ラッチ機構
２３・・・電気アクチュエータであるロック・アンロック切換用電動モータ
１１７・・・ロック状態検出手段であるロック・アンロック検出スイッチ
１２２・・・通電制御手段であるラッチ制御ユニット
１３５・・・電気表示手段である発光ダイオード
Ｄ・・・前部サイドドア
Ｔ１・・・第１の所定時間

【図１】 【図２】
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